
広島市映像文化ライブラリー条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、同条例における「小人」の定義に「義務教育学

校」を加えるものである。 

 

２ 施行期日 

平成２８年４月１日 

 

３ 新旧対照表 

 

現     行 改     正 

 

第１条～第１１条 （略） 

 

別表第１（第１０条関係） 

 （略） 

 

別表第２（第１０条関係） 

区分 

金額（１人上映１回に

つき） 

小人 大人 

    

 備考 

  １ この表において，「小人」とは小学校，中

学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学

校又は特別支援学校の小学部，中学部若しく

は高等部に在学する者及びこれら以外の者

で１５歳に達する日の翌日から１８歳に達

する日以後最初の３月３１日までの間にあ

るものをいい，「大人」とは小人以外の者で

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にないものをいう。 

  ２ （略） 

 

 

第１条～第１１条 （現行に同じ。） 

 

別表第１（第１０条関係） 

 （現行に同じ。） 

 

別表第２（第１０条関係） 

区分 

金額（１人上映１回に

つき） 

小人 大人 

    

 備考 

  １ この表において，「小人」とは小学校，中

学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学

校又は特別支援学校の小学部，中学部若しく

は高等部に在学する者及びこれら以外の者

で１５歳に達する日の翌日から１８歳に達

する日以後最初の３月３１日までの間にあ

るものをいい，「大人」とは小人以外の者で

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にないものをいう。 

  ２ （現行に同じ。） 

 

資料６ 

（略） （現行に同じ。） 


